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   静岡市議会委員会条例の一部を改正する条例  

 静岡市議会委員会条例（平成15年静岡市条例第320号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第３号中「保健福祉局」を「保健福祉長寿局」に改め、同項第６号中「病院局、」

を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 28年４月１日から施行する。 

 （病院事業等に関する事項に係る特例） 

２ この条例による改正後の静岡市議会委員会条例（以下「新条例」という。）第２条第１項

の規定にかかわらず、新条例第２条第１項第３号に規定する保健福祉長寿局の所管に属する

事項のうち、病院事業、看護専門学校及び地方独立行政法人静岡市立静岡病院に関するもの

は、この条例の施行の日以後の最初の委員の改選の日までの間は、新条例第２条第１項第６

号の企業消防委員会において所管するものとする。 

 （経過措置） 

３ 前項の規定によるもののほか、この条例の施行の際現に改正前の静岡市議会委員会条例第

２条に規定する常任委員会に付議されている継続審査事件は、それぞれ新条例第２条の規定

により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議された継続審査事件とみなす。 


